
第２回鹿児島空港交通圏タクシー特定地域協議会議事概要 

 

平成 22 年 2 月 19 日（金） 

13：30～15：00  

霧島市役所 会議室  

 

１．開  会  

 

２．会長挨拶 

    

３．議  事 

   

【西村会長】 

    まず、はじめに事務局から議事（1）の「本協議会の目的について」

説明を願いたい。 

 

  【事務局】 

別添（資料 2・3・4・5）により 

○ 本協議会の目的について 

○ 鹿児島県のタクシー事業の状況 

○ 適正と考えられる車両数の算定 

○ 特定地域における休車制度について 

概略を説明。 

 

《質疑》 

     

【竹田委員】 

    休車制度のところで、実施予定時期が示されているが、よく意味が

理解できない。 

 

【事務局】 

    まず、減車を先行して実施することになるが、その後、休車をする

場合に先行した減車車両数を超えない範囲で休車ができるということ

である。  

   



 

【有村委員】 

    減車と休車は同時にできるのか。 

 

【事務局】 

    正式な休車についての通達が出ていないので、確かなことはいえな

いが、減車を先にしてから、その後に休車となる予定である。 

  

 【西村会長】  

   ほかに意見もないようなので、議事 2 の「鹿児島空港交通圏タクシ

ー特定地域協議会 地域計画（案）」の審議に入ることとするが、そ

の前に、資料６の「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化及び活性化に関する特別措置法」地域計画について、事務局か

ら説明を願いたい。 

 

【事務局】 

   別添資料 6 について説明。 

 

【西村会長】 

「地域計画」（案）の審議に入るが、「地域計画」（案）は「タク

シー事業の適正化・活性化の推進に関する基本的な方針」、「地域計

画の目標」、「地域計画の目標を達成するために行う特定事業その他の

事業及びその実施主体に関する事項」の3項目で構成されているので、

それぞれの項目毎に審議をお願いしたい。 

 

  【事務局】 

    資料 9 の「１．タクシー事業の適正化・活性化の推進に関する基本

的な方針」について説明。 

 

《質疑》 

 

【有村委員】 

   只今、鹿児島空港交通圏のタクシー事業の現況について、説明があ

ったが、自動車運転代行業と自家用有償運送の増加もタクシー需要減

少の一因と思われるので、追加していただきたい。 



 

 

【西村会長】 

提案内容については、地域計画案を修正した上で、次回の協議会で

審議していただくことでご了解願いたい。 

 

【川村委員】 

   「地域計画」の「運転者の労働条件の低下」等が、県全体のデータ

となっているが、鹿児島空港交通圏のデータはないのか。 

 

【事務局】 

  地区のデータがない部分は、県全体のデータで標記している。 

 

【西村会長】 

   ほかに意見もないようであれれば、「２．地域計画の目標」に進むこ

ととしたい。 

 

【事務局】 

資料9の「２．地域計画の目標」について説明。 

 

《質疑》 

 

【夏迫委員】 

   地域計画には、タクシー台数を減らす対策を大きく取り上げている

が、需要喚起策も協議会での協議事項ではないのか。 

 

【事務局】 

「地域計画」の「2.地域計画の目標」①タクシーサービスの活性化

と良質なサービスが選ばれる環境づくりの中で、乗合タクシーの導入

や観光タクシー等の需要掘り起こしに向けた取組みを行うことにし

ている。 

 

【有村委員】 

   タクシー事業者としては、運賃は同一地域同一運賃が望ましいと思

っており、会員外の１社が安い運賃を採用して困っている。今後も活 



 

性化や適正化を図っていく上でネックになってくるので、同一地域同

一運賃について前向きに取り組んでいただきたい。 

 

【西村会長】 

   運賃については、私ども国土交通省では、巾運賃の設定をしており、

このゾーン運賃を外れた運賃を適用している事業者へは、今後対応す

ることになる。この協議会では、運賃に対する対応は難しいと考える。 

 

【西村会長】 

    他にご意見ないようなので、次に「３．実施主体に関する事項」に

進むこととしたい。 

  

【事務局】 

    資料 9 の「３．地域計画の目標を達成するために行う特定事業その

他の事業及びその実施主体に関する事項」について説明。 

 

《質疑》 

 

 【川村委員】 

   デマンド乗合タクシーの言葉が消えているが、これは乗合タクシー

に置き換えたものと思っている。 

   当地区おいては、福祉タクシーのことが今後考えられるが、実施主

体に自治体を入れなくてもいいのか。 

 

【事務局】 

   自治体は協力という形になるので、実施主体から外すこととさせて

いただきたい。 

 

【竹田委員】 

   地域計画の目標⑦観光立県実現に向けての取組みの中で、「観光立

県かごしま県民条例」を支えるタクシーサービスの提供を目指すとな

っているが、県民条例を支えるとはいかがなものか。観光課と調整し

てほしい。 

 



【事務局】 

   表現について検討したい。 

   

【竹田委員】 

来年春、九州新幹線が開通とあるが、平成23年春と表記するべき

ではないか。また、来年放映される龍馬伝とあるが、これも、今年放

映されており、平成22年放映中と改めるべきではないか。 

 

【事務局】 

    表現について検討したい。 

 

【西村会長】 

活発なご議論をいただいたが、一部修正意見もあったので、次回協

議会では、今回頂いた意見を基に「鹿児島空港交通圏タクシー特定地

域協議会地域計画」の修正案として呈示し、承認いただくということ

で、本日は、これをもって終了としたい。  

それでは、議事 3 の「その他」について、事務局からご説明を願い

たい。 

 

【事務局】 

次回の第３回協議会については、本日いただいた意見を基に「地域

計画」の修正案を作成し、提案したいと考えている。 

また、年度末の忙しい時期でもあるので、次回は４地区合同協議会

の方向で、日程調整させて頂きたいと考えているので、ご協力の程、

よろしくお願いしたい。 

 

  【西村会長】 

次回は日程的にも、かなり厳しくなると思うが、委員の皆様方には、

今後の協議会運営について、ご協力の程、よろしくお願いしたい。 

 

４．閉 会 

【事務局】 

   これをもって、「第２回鹿児島空港交通圏タクシー特定地域協議会」

を終了する。 


